


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創立５０周年を記念して全校児童の投票

で決定した北小のマスコットキャラクター 

「ぽんカブズ」です。 

北小校章のシンボルである北極星がある

こぐま座の妖精です。校章には「知情意体」

の想いが込められています。(R５年当時) 

新キャラクターの「キャリアちゃん」と「とく

くん」もよろしくお願いします！ 

キャリアちゃん          とくくん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 関わりのある団 体 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 見 守 り隊  
 見守り隊として自治会(上矢部・山王)や老人

会などの地域の方が旗振りや児童の登下校を

見守ってくださっています。 

 

 民生委員・サポート隊  
 民生委員やサポート隊(児童保護者や地域の

方)の方たちが子どもたちの学校生活・学習 

（低学年学習サポート・町探検付き添い・ミシン 

縫いなど）をサポートしてくださっています。 

 

 相模原市ＰＴＡ連絡協議会  
 相模原市立の小中学校の PTAが加入して

います（R7年度は 95校 約 4万人）。 

 PTA活動の保障として互助会運営、市長や

教育委員会・校長先生たちに直接意見や要望

を伝える役割もあります。 

 そ の 他  
 様々な団体と連携しながら、子どもたちを 

見守っています。 

・相模原市 ・大野北公民館 ・ふれあい広場 

・自治会、老人会 ・大野北まちづくりセンター  

・社会福祉協議会 ・青少年育成協議会 など 
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Ｐ Ｔ Ａ 

児童の保護者（任意加入） 大野北小学校教職員 

 
 

 

 

(★)教職員含む 

＜常置委員会＞ 

 

 

 

【校外委員会】 

事務局 

 

＋ 

委員・教員 

【広報委員会】 

事務局 

 

＋ 

委員・教員 

【学年委員会】 

事務局 

 

＋ 

教員 

校長 

（学校） 

運営補佐 

会計監査 

【本部役員】 

会長 

副会長(★) 

書記(★) 

会計(★) 

【本部役員・事務局特典】 

・卒業式、運動会の優先席 

・芸術鑑賞会などのイベント鑑賞 

・授業見学 など 

 

大野北小学校ＰＴＡ組織ってどうなってるの？

運営委員会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※こちらは 2025年度に発行した PTAまんがです。年度によって用途は変わります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北小ＰＴＡの委員会をご紹介！ 

 

学年委員会 

広報委員会 

校外委員会 
 

 

 

 北小 PTA は毎年参加メンバー

で色が変わります。 

 

仲の良いお友だちと！ 
 

新しい仲間と！ 
 

 私たちも楽しみながら、北小の

子どもたちの安全安心を守り

楽しい学校生活を送れるよう

子どもたちをしっかりサポート 

していきます。 

 

 こちらのまんがは、２０２５年度 

の北小ＰＴＡの様子です。活動 

内容の参考にしていただけたら

と思います。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜安全・防犯のための 5つのルール＞ 

子どもが 1人になってしまう時間を減らしていこう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ Ｔ Ａ ＜市 P連互助会入会＞ 

PTA会員の家庭は、登校班での登校時の賠償保障があります。 

 

 

 

 

 

 

 校外委員会  
・ＰＴＡ会員の住所をもとに登校班を編成 

・班長、副班長にベルトと時計を支給（ＰＴＡ会費） 

※ＰＴＡに加入されない場合は住所が分からないため班編成ができません。 

この場合、保護者付添の個別登校となります。ご了承ください。 

 ルール①  

原則、登校班で登校

しよう！ 

 ルール②  

８：００～８：１０の間

に登校しよう！ 

 ルール④  

登校班で登校しない時

は保護者と一緒に登校

しよう！ 

 ルール③  

忘れ物があっても

取りに戻らない！ 

 

 ルール⑤  

時間になったら

出発しよう！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 全保護者のみなさんへおねがい 》 
登下校の責任は各ご家庭にあります！ですが１人で出来ることには限りがあります。 

保護者全員で協力し合い、子どもたちの安全を見守っていきましょう‼ 詳細は下記 

QRコードより相模原市 HPで紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ながら見守り  

登下校の時間を  

気にかけ、通勤や 

ゴミ出し・外そうじ 

や買い物などをし 

ながら見守ろう！ 

 

 

 

 

 通学路改善要望  

相模原市運営の  

「パッ！撮るん。」を 

活用し危険な場所 

や標識が壊れている 

場所を報告してね！ 

 

 

 

 

道幅が狭く、スピード

を出す車も多い‼ 

車が停まっていると、 

子どもたちは車道を 

歩くこともある(・_・;) 

北小周辺 

見守り MAP 

子どもたちが登下校で使う道にも、危険な場所がたくさんあり

ます。大人の目で見守りましょう！ 

北小はマンモス校で家庭数が６００超あるので、１家庭１分でも

見守りをすれば、１０時間分(６００分)の見守り効果があるんです！ 

MAP以外にも危険な場所はあります。危険な場所を見つけたら

「パッ！撮るん。」ですぐに報告してください(ページ下記参照) 

右折車が急に曲がって

くることがある！ 

道幅が狭く、子ども

たちと車の接触の

危険性が高い!! 

抜け道として車通りが

激しく、スピードを出す

車が多い‼ 

宅地造成により

見通し悪し！ 

（★…危険な場所） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【PTAまんが】 
北小 PTAは分かりやすく活動しやすい PTAを目指しています！ 

その第一歩として、PTAの活動をまんがで紹介しています。 

学校ホームページで随時更新していきますので、こちらも 

ぜひお楽しみに♪ 

R7年度発行まんが・チラシはこちら→                  

 

 

 

 

 

 

 



 

大野北小学校ＰＴＡ規約（R8 年度施行案） 

 

第 １ 章   名  称 

第 1 条 この会は、大野北小学校ＰＴＡといい、事務局を大野北小学校内に置く。 

第 ２ 章   目的及び活動 

第 2 条 この会は、保護者と教職員とが協力して家庭と学校と社会における児童の幸福な成長をはかることを目的と 

 する。 

第 3 条 この会は、前条の目的をとげるために、次の活動をする。 

１．   より良い保護者、教職員となるように努めるとともに会員相互の親睦を図る。 

2．   学校と家庭との緊密な連絡によって、児童の生活を指導する。 

３．   児童の生活環境をよくする。 

４．   公教育費を充実することに努める。 

5.     社会教育の振興に努める。 

第 ３ 章   方  針 

第 4 条 この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。 

1.    児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。 

2.    特定の政党や宗教に片寄らず又、もっぱら営利を目的とする行為は行わない。 

3.    この会またはこの会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。 

4.    学校及び、教育行政機関と教育を本旨とする諸問題を話し合い、その活動のために意見を具申す      

     るが、直接に学校の人事その他管理には干渉しない。 

第 ４ 章   会  員 

第 5 条 この会の会員は、次の通りである。 

１．    大野北小学校に在籍する児童の保護者。 

2.    大野北小学校の校長及び教職員。 

第 6 条 この会の会費は、1 世帯あたり年額２，４００円を納めるものとする。 

               第 ５ 章   経  理 

第 7 条 この会の活動に要する経費は、会費及びその他の収入によって支弁される。 

第 8 条 この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。  

第 9 条 この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を受けなければならない。 

第 10 条 この会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から始まり、翌年の 3 月 31 日に終わる。 

第 ６ 章   役  員 

第 11 条 この会の役員は、次の通りである。 

会  長  1 名 

副 会 長    1 名以上（他 1 名教職員） 

書  記     1 名以上（他 1 名教職員） 

会  計     2 名  （他 1 名教職員） 

第１２条     １．    役員の任期は会長・副会長・書記は 1 年、会計は 2 年。同じ職については、1 回に限り再任する 

ことができるが最長 2 年までとする。そのため会計の再任はないものとする。 

引き続いて他の職に選任されたときは役員の職にあることが連続し通算して 4年を越えてはな 

らない。（会長に限り同職最長 4 年を認める）ただし教員から出た役員はこの限りではない。 

また会長が役員の人数と任期について必要と認めた場合はこの限りでない。 

            ２．   各任期後は後任者のサポートができるよう運営補佐の任に就ける。任期は 1 年限りとする。 

  



 

第１３条 会長は、この会を代表し次の職務を行う。 

        １.    総会、役員会、運営委員会及び、各委員会を招集する。 

2.    常置委員会の事務局を委託する。 

第１４条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代行する。 

第１５条 書記は、次の職務を行う。 

1.    総会、役員会及び運営委員会の議事、ならびにこの会の活動に関する重要事項を記録する。 

2.    記録、通信その他の書類を保管する。 

3.    会長の指示に従って庶務を行う。 

第１６条 会計は、次の職務を行う。 

1.    総会が決定した予算に基づいて、一切の会計事務を処理する。 

2.    定期総会において、会計監査員の監査を経た決算報告をする。また、必要に応じ臨時総会において 

会計報告をする。 

           3.    この会の財産を管理する。 

4.    予算の立案について協力する。 

    第 ７ 章   会計監査委員 

第１７条 この会の経理を監査するために、3 名の監査委員を置く。 

第１８条 会計監査委員は、中間及び年度末に会計監査を行い、総会において監査報告をする。 

第１９条 会計監査委員の任期は、1 年とする。 

             第 ８ 章   総  会 

第２０条 総会は、全会員をもって構成され、この会の最高決議機関とする。 

第２１条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

1.    定期総会は、4 月または 5 月に開催し、次のことを議決する。 

（１） 収支決算、年間事業計画、収支予算その他の議案。   

（２） 役員、会計監査委員の選出。ただし、総会後において役員に欠員を生じた時は、会長の場合は副会 

長が昇格し、他は運営委員がこれを補充する。任期はそれぞれ前任者の残任期間とする。 

2.    役員会が必要と認めた場合は書面（保護者サイト上の PDF 等含）にて総会を行うことができる。 

3.    臨時総会は、運営委員が必要と認めたとき開催する。また、会員数の 3 分の 1 以上の要求があった

と 

きは、開催しなければならない。 

第２２条   総会は、会員数の 3 分の 1 以上（委任状を含む）の出席がなければ、その議事を議決する事ができない。 

第２３条   総会の議事は、出席者の過半数で決する。 

第 ９ 章   役 員 会 

第２４条 役員会は、役員及び校長をもって構成する。 

第２５条 役員会は、この会の総括的な運営について協議する。 

第 １０ 章   運営委員会 

第２６条 運営委員会は、役員、常置委員会事務局及び校長（学校）をもって構成する。また、必要に応じ会長が依頼した

臨時委員会事務局の参加を求めることができる。 

第２７条 運営委員会は、次のことを行う。 

1.    この会に関する重要事項について協議する。 

2.    各委員会の活動を促進するとともに、連絡調整を図りこの会の円滑な運営に努める。 

3.    年間事業計画及び活動に必要な収支決算を立案する。また、必要に応じ補正予算を立てる。 

4.    その他総会に提出する議案を審議する。 

5.    候補者を選考しその内諾を得た後、総会に推薦する。 

  



 

第２８条 運営委員会は、構成委員の 2 分の 1 以上の出席で成立し、議事は出席者の過半数で決する。 

       ２．   やむを得ない事情により運営委員会に出席できない構成委員は、委任状をもって出席に代えることが 

できる。委任状は、議決権の行使を含むものとし、出席者数の算定に含める。 

第 １１ 章   常置委員会及び臨時委員会 

第２９条 この会に常置委員会を置く。常置委員会についての必要事項は、細則で定める。 

第３０条 特別な事項について必要があるときは、臨時委員会を設けることができる。  

               第 １２ 章   個人情報の取扱い 

第３１条 この会が個人情報を取り扱う場合は、次のとおりとする。 

1．    この会が保有する個人情報の適正な取扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保 

護することを目的に、ＰＴＡ役員名簿・会員名簿・行事などの記録や写真及びその他の個人情報デー

タベース（以下、「個人情報データベース」という）の取扱いについて定めるものとする。 

2．    この会における個人情報データベースの管理者は、会長とする。また取扱者は役員、各委員会事務局 

とする。 

3．    個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだりに他人に 

知らせ、 又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

4.    個人情報取扱いの方法は、総会資料等で会員に周知する。 

5.    この会は大野北小学校と連携しており、ＰＴＡ活動を円滑に行うために、学年・組、児童・保護者氏名、  

電話番号、住所の提供を受けており、取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。 

（1）ＰＴＡ会費の集金業務、管理業務 

(2)その他の文書の送付 

(3)役員・会計監査・会員・登校班等の名簿の作成 

(4)委員選出、並びに本部役員等の推薦活動 

6.    この会が取扱う個人情報は、次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供 

してはならない。 

(1)法令に基づく場合 

(2)人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合 

(3)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託をうけた者が法令を定める事務を遂行することに対して協 

力する必要がある場合 

7.    個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。また、不要となった個人情報は 

管理者立ち合いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。 

             第 １３ 章   細  則 

第３２条 １．    この会の運営に関する必要な細則は、この規約に反しない限りにおき運営委員会議決を経て定める。 

2.    運営委員会は、細則を制定、または改廃した場合は、その結果を次期総会に報告しなければならない。 

                             第 １４ 章   改  正 

第３３条 この規約は、総会において、出席者の 3 分の 2 以上の賛成がなければ改正できない。ただし、改正案は総会 

開催の少なくとも 1 週間前に全会員に知らせなければならない。 

  



 

 

細  則 

第 １ 章  常置委員会及び臨時委員会 

第１条  常置委員会は、校外委員会、広報委員会、学年委員会とする。 

第２条   １．  各委員会事務局は会員からの推薦により選出され、各委員の人数には含まないものとする。 

２．  各委員会事務局の任期は 1 年とする。ただし、1 回に限り再任することができる。 

第３条  校外委員会は 

１． 学校と緊密な連絡をとり、校外における児童の生活指導にあたる。 

２． 社会環境の健全化に努める。 

３． 校外委員は各地区に 1 名を置き、必要に応じて会長が認めた場合は増減ができる。 

第４条  広報委員会は 

１． 情報の報道と会員相互の啓発に親睦を深めるための広報活動にあたる。 

２． 会報を発行する。 

３． 広報委員は状況に応じて会長が認めた人数で活動する。 

第５条  学年委員会は 

１． 連絡を密にし、集会活動を通して保護者と教職員が互いに協力して、指導の効力を高めるようにする。 

２． 学校の教育活動の理解に努め、これに協力する。 

３． 学年委員は状況に応じて会長が認めた人数で活動する。 

第６条  教職員は、各委員会のいずれかの委員となる。 

第７条  校長は、学校管理上ならびに教育上、各常置委員会または臨時委員会に出席して意見を述べることができ

る。 

第 ２ 章  慶 弔 規 定 

第８条  この会の慶弔規定を次の通り定める。 

１． 会員の死亡                       金１０．０００円と生花など 

２． 児童の死亡                       金１０．０００円と生花など 

３． 会員及び児童のＰＴＡ行事による２週間以上にわたる入院 金５．０００円の見舞い 

４． 教職員の転退職                     記念品 

５． 会員の火災による被災                  金５．０００円の見舞い 

６． この他慶弔の意を表す必要を生じた場合は、そのつど役員会で決定し運営委員会に報告する。 

第 ３ 章  旅 費 規 定 

第９条  会員が出張したときは、次の旅費を支給する。 

１． 半日の場合は、交通費と４００円 

２． 全日の場合は、交通費と８００円 

３． 休日、夜間の場合は３００円増し 

（但し、会議開始時刻１８時より夜間扱い） 

第１０条  前条の他、必要を生じた場合はそのつど運営委員会において協議する。 

第 ４ 章  改  正 

第１１条  この細則は、運営委員会において構成員の３分の２以上の賛成がなければ改正することができない。 

      

 



年  月  日 

 

大野北小学校 PTA 会長 殿 

 

保護者氏名：          

 

大野北小学校 PTA 入会届 

 

このたび、大野北小学校の PTA に入会することを、下記の通り届け出ます。 
 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童氏名 
 

※４月時点で在校しているお子様のうち、最も年下のお子様をご記入ください 

学年・クラス 年   組 ※組がわからない場合は未記入でも構いません 

保護者氏名   

電話番号  

兄弟姉妹情報 

(該当する場合のみ) 

※４月時点で在校児
童がいる場合 

※年・組は記入時の
ものをご記入くだ
さい 

年   組  

年   組  

年   組  

承認事項 □注意事項を確認し、承知したうえで入会します。 

 

以上 

注意事項 

・PTA 会費は 1 家庭あたり年間 2,400 円です。学校と協力し徴収しています。 

詳しい納入方法は別途ご案内いたします。 

・PTA を通じて配布される物品・資料等については、PTA 会費により賄われる

ため、原則として追加の実費負担はありません。 

・PTA 活動に関する連絡・案内は、原則として学校指定アプリおよびメール 

配信等で行います。必要に応じて学校と連携し、保護者へ連絡いたします。 

・PTA 活動における個人情報の取得ならびに取り扱いは大野北小学校 PTA 

規約に則ります。 

・PTA に加入後は、お子様は登校班に加入することができます。 

・退会を希望される場合は、所定の「退会願い」をご提出ください。 



年  月  日 

 

大野北小学校 PTA 会長 殿 

 

保護者氏名：         

 

大野北小学校 PTA 退会願い 

 

このたび、大野北小学校の PTA を退会することを、下記の通り願い出ます。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童氏名  

年・組 年      組 

登校班 地区     班 

保護者氏名 印  

保護者連絡先 
TEL： 

Mail： 

退会理由 

（具体的にご記
入ください） 

 

※兄弟姉妹がいる場合

はご記入ください 

 

承認事項 □注意事項を確認し、承知したうえで退会します。 

 

以上 

注意事項 
・退会願い受理にあたり、PTA 本部より確認のご連絡を差し上げます。 

連絡が取れない場合、退会手続きが完了できません。ご協力をお願いします。 

・退会が受理されましたら、書面にてお子様を通じお知らせいたします。 

・お振込みいただいた PTA 会費の返金は、原則として行っておりません。 

・退会に伴い、PTA で管理している個人情報は破棄いたします。 

これにより登校班の編成が行えなくなりますので、個別登校となります。 

原則、保護者付き添いでの登校をお願いします。 

・退会後、PTA を通じて児童個人へ配布される物品・資料等がある場合は、 

必要に応じて実費をご負担いただくことがあります。 


